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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃 

 

2 対象税目 （法人税：外）（国税 17） 

（法人住民税：外）（地方税 17） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

企業年金等（厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、勤労者財

産形成給付金及び勤労者財産形成基金）の積立金に対する特別法人税を撤

廃する。 

《関係条項》 

法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第８条、第 83 条、第 84 条、第 87 条 

地方法人税法（平成 26 年 3 月 31 日法律第 11 号）第 10 条 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 51 条、第 314 条の４ 

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 68 条４ 

4 担当部局 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成２８年８月   

分析対象期間：平成２３年４月～平成３１年３月 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１１年度 退職年金等積立金に対する特別法人税の課税凍結の開始 

平成１３年度 ２年間の延長 

平成１５年度 ２年間の延長 

平成１７年度 ３年間の延長 

平成２０年度 ３年間の延長 

平成２３年度 ３年間の延長 

平成２６年度 ３年間の延長 

7 適用又は延長期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日（３年間の課税凍結） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

企業年金制度は、国民の老後の生活設計の柱である公的年金とあいまって

高齢期の所得確保を図るための制度であり、事業主や従業員の自主的な努

力を支援するものである。 

少子高齢化の進展、国民の老後生活の多様化などの現在の状況を踏まえる

と、企業年金等が果たす役割はますます重要であり、企業年金等の健全な育

成を図ることにより、老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障を充実さ

せ、高齢者が安心して暮らせる社会づくりを推進する。 

《政策目的の根拠》 

＜確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号） 第一条＞ 

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢

の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任に

おいて運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける

ことができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民

の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金

の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とす
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る。 

 

＜確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号） 第一条＞ 

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化

にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員が

その内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業

年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る

自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定

と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

基本目標Ⅸ 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる

社会づくりを推進すること 

施策大目標１ 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図るこ

と 

施策目標１－３ 企業年金等の健全な育成を図ること 

 

基本目標Ⅲ ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適に働

くことができる環境を整備すること 

施策大目標４ 勤労者生活の充実を図ること 

施策目標４－２ 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

特別法人税を撤廃することによって、企業年金等の健全な育成を図ることによ

り、老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障を充実させ、高齢者が安心

して暮らせる社会づくりを推進する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

特別法人税が課税された場合、あらかじめ備える積立金が減少し、積立状況

の悪化につながる。特に、特別法人税は運用結果が赤字の場合にも課税され

るため、更なる財政状況の悪化を招く可能性があり、企業年金等の普及の大

きな阻害要因となる。 

このため、特別法人税を撤廃することによって、企業年金等の健全な育成を図

ることにより、老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障を充実させ、高齢

者が安心して暮らせる社会づくりを推進する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 厚生年金基金 

平成２３年度末 ５７７件（４３７万人） 

平成２４年度末 ５６０件（４２０万人） 

平成２５年度末 ５３１件（４０５万人） 

平成２６年度末 ４４４件（３６１万人） 

平成２７年度末 ２５６件（２５４万人） 

平成２８年度末 １４８件（１４７万人）（推計値） 

平成２９年度末  ８６件（ ８５万人）（推計値） 

平成３０年度末  ５０件（ ４９万人）（推計値） 

 

確定給付企業年金 

平成２３年度末 １４,９８５件（８０１万人） 

平成２４年度末 １４,６９２件（７９６万人） 

平成２５年度末 １４,２９６件（７８８万人） 

平成２６年度末 １３,８８３件（７８２万人） 

平成２７年度末 １３,６６１件（７９５万人） 

平成２８年度末 １３,４４３件（８２０万人）（推計値） 
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平成２９年度末 １３,２２８件（８３６万人）（推計値） 

平成３０年度末 １３,０１６件（８３７万人）（推計値） 

 

確定拠出年金（企業型） 

平成２３年度末 ４,１３５件（４２２万人） 

平成２４年度末 ４,２４７件（４３９万人） 

平成２５年度末 ４,４３４件（４６４万人） 

平成２６年度末 ４,６３５件（５０５万人） 

平成２７年度末 ４,９６４件（５４８万人） 

平成２８年度末 ５，３１６件（５８７万人）（推計値） 

平成２９年度末 ５，６９３件（６２９万人）（推計値） 

平成３０年度末 ６，０９７件（６７４万人）（推計値） 

 

確定拠出年金（個人型） 

平成２３年度末 １４万人 

平成２４年度末 １６万人 

平成２５年度末 １８万人 

平成２６年度末 ２１万人 

平成２７年度末 ２６万人 

平成２８年度末 ４０万人（推計値） 

平成２９年度末 ９８万人（推計値） 

平成３０年度末 １５６万人（推計値） 

 

勤労者財産形成給付金 

平成２３年度末 １,４８６件（２７.６万人） 

平成２４年度末 １,４１７件（２６.５万人） 

平成２５年度末 １,３４５件（２５.７万人） 

平成２６年度末 １,３２２件（２４.３万人） 

平成２７年度末 １,２１６件（２３.６万人） 

平成２８年度末 １,１８７件（２３.２万人）（推計値） 

平成２９年度末 １,１３５件（２２.５万人）（推計値） 

平成３０年度末 １,０８６件（２１.８万人）（推計値） 

 

勤労者財産形成基金 

平成２３年度末 ３９件（０.８万人） 

平成２４年度末 ３７件（０.８万人） 

平成２５年度末 ３７件（０.７万人）  

平成２６年度末 ３７件（０.７万人） 

平成２７年度末 ３７件（０.７万人） 

平成２８年度末 ３４件（０.６万人）（推計値） 

平成２９年度末 ３２件（０.６万人）（推計値） 

平成３０年度末 ３１件（０.５万人）（推計値） 

 

※確定給付企業年金：「企業年金の受託概況（信託協会。生保協会、JA 共済

連）」 

厚生年金基金、確定拠出年金、勤労者財産形成給付契約・勤労者財産形

成基金給付契約：厚生労働省調べ 

※推計値は、過去の実績値等に基づき、推計式を導出した上で、当該推計式

における将来の数値を推計している。確定拠出年金（個人型）については、
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平成 29 年１月から加入者範囲が拡大するため、制度に新たに加入する人

数も含めて推計している。 

② 減収額 減収見込み額 なし 

 

仮に現在課税されていると仮定した場合の減収見込み額 ８０５，３１７百万円 

(国税：７１６，７５３百万円、地方税：８８，５６４百万円) 

 

《算出方法》 

平成２８年３月末時点の各制度の積立金額 

①厚生年金基金（平成２８年３月末）    ：２４，２０７，０００百万円 

②確定給付企業年金（平成２８年３月末） ：５７，９００，２００百万円 

③確定拠出年金（平成２８年３月末）    ：１０，７００，０００百万円 

④財形給付金（平成２８年３月末）      ：４１，８８７百万円 

⑤財形基金（平成２８年３月末）         ：５２７百万円 

①・②：「企業年金の受託概況（信託協会。生保協会、JA 共済連）」 

③～⑤：厚生労働省調べ 

 

①に課税対象額割合０．０４９％（※）を掛けて、１．１７３％（国税：１．０４４％、

地方税：０．１２９％）を掛ける。 

②～⑤の合計に１．１７３％（国税：１．０４４％、地方税：０．１２９％）を掛ける。 

 

※ 平成 26 年度決算において、純資産額が、代行部分に要する費用の 3.23

倍以上ある基金は５基金。そのうち、既に解散又は代行返上した基金を除く

と、３基金が特別法人税の課税対象となる積立金を有していると仮定する。

平成 27 年３月末の積立金総額における課税対象額の割合は、０．０４９％。 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

・現在のような低金利な運用状況下 (2016 年７月末時点の長期金利は

-0.18％) で、特別法人税 1.173％が課税された場合、企業年金等の普及に

著しい支障が生じる。 

 

・個人が運用指図を行う確定拠出年金では、元本確保型による運用が約 6 割

を占めており、特別法人税が課税されると、年金資産の運用に著しい影響

がある。 

 

・確定給付型の企業年金においては、積立不足が生じた場合、受給権保護の

観点から、事業主は当該不足額を埋めるため、掛金を追加拠出する必要が

ある。このため、特別法人税が課税された場合、この積立不足額が更に悪

化することにより、事業主が追加拠出する掛金額は増加し、企業の運営に

影響を与える可能性がある。 

 

・また、確定拠出年金は平成 13 年度、確定給付企業年金は平成 14 年度に施

行された制度であり、特別法人税を課税された経験がない。このため、特別

法人税が課税された場合、徴収のためのシステム開発などの実務面で多大

なコストが生じることとなる。 

 

・特別法人税の課税凍結により、事業主、勤労者への負担を抑えつつ、企業 
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年金等の加入者数が増加（※）しており、着実に制度の健全な育成を図って

いる。 

※特別法人税の課税凍結に加えて、企業年金等の制度改善及び平成 23 年

度末で廃止期限を迎えた適格退職年金からの企業年金への移行などの増

加要因がある。 

 

・確定拠出年金においては、特別法人税の課税撤廃により２0％増の受給額を

確保できるとの試算もあり、特別法人税の撤廃は老後の所得確保のために

も重要な要素となっている。 

※運用利回りを２．５％、積立金に対し１．２％の課税が行われると仮定し、毎

月１万円を２５年間積み立てて、１０年間年金を受け取った場合を試算。（生

命保険協会） 

《税収減を是認するような効果の有無》 

・特別法人税が課税された場合、企業が課税分を負担することにより、企業経

営へ影響を受ける企業や、企業年金制度の導入の可否の見直しを迫られ

る企業が多く生じる結果、従業員の老後の所得確保の阻害要因となるおそ

れがある。 

・また、企業が十分な人材を確保するためには、労働条件等の環境整備が必

須であり、企業年金等の退職給付制度の充実は、人材確保に資する。 

・他方で、特別法人税が課税された場合、税金を納付するため、掛金を運用し

ている株や債権を現金化することとなり、市場に与える影響は少なくない。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

企業年金制度は税制上の措置を講ずることで、国として国民の老後の所得確

保を支援することを基本としている。法改正等の手法を用いた制度改正によ

り、魅力ある制度とし、健全な育成を図っているが、税制上の支援措置は他に

代え難い強力な支援策である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

企業年金は法律で積立義務や受給権保護を図っている。 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

住民の老後の所得保障の充実及び財産形成の促進により住民の現役期間中

及び老後における生活の安定は地方公共団体においても重要であり、地方公

共団体においても協力することが相当である。 

11 有識者の見解 - 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

事前評価 平成 25 年８月 

 

 

 


